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In brief 
 
2021 年 12 月 10 日に、自由民主党・公明党両党より 2022 年度（令和 4 年度）税制改正大綱（以下、

「2022 年度税制改正大綱」）が公表され、12 月 20 日には過去最大の補正予算が成立しました。2022 年度

税制改正大綱は、新しい資本主義の実現を掲げる岸田政権下で初めての税制改正大綱として策定されたも

ので、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策 1」（2021 年 11 月 19 日閣議決定）において示された、

「新しい資本主義」を起動させ、「成長と分配の好循環」を実現するための税制措置と位置付けられます。 
 
国際的にはこれまでの資本主義含めた社会の在り方を見直すグレート・リセットの議論 2の展開や、サステ

ナブルな資本主義の提言 3等にもみられるように、企業による社会的課題への取組みが内外で拡大してい

る中で、我が国では更なる取組みの余地があると指摘されています 4。米国の「ビルド・バック・ベター」、欧

州の「次世代 EU」など、世界では、弊害を是正しながら、更に力強く成長するために新たな資本主義モデル

の模索が始まっています。我が国でも、成長と分配を実現する「新しい資本主義」を具体化する 5ことが岸田

政権の経済対策の柱に据えられました。 
 
2022 年度税制改正大綱は、新しい資本主義の実現を掲げる岸田政権下での初めての税制改正大綱として

策定されたもので、以下の改正が盛り込まれています。 
(1) 成長と分配の好循環の実現のための既存の特別措置の見直し（人材確保等促進税制、オープンイノベ

ーション促進税制、5G 導入促進税制等） 
(2) 経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し（個人所得課税、相続税・贈与税等） 
(3) 国際的な租税回避や脱税への対応も含めた国際課税制度の見直し 
(4) 円滑・適正な納税環境整備（適格請求書等保存方式、記帳義務、スキャナ保存制度、電子取引情報の

電磁的記録保存）等 
 
2021 年 12 月 24 日には、政府が同内容の「令和 4 年度税制改正の大綱」を閣議決定しました。今後は、

2022 年度税制改正法案が 2022 年 1 月に召集される第 208 回通常国会に提出され、その後審議に付さ

れることになります。なお、今後の審議状況等によっては、内容に変更を生ずる可能性もありますのでご留

意ください。 
  

 
1 https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2021/1119/shiryo_01.pdf 
2 新しい資本主義実現会議（第 1 回）資料 3「新しい資本主義の実現に向けて（論点）」 
3 「新成長戦略」2020 年 11 月 17 日 日本経済団体連合会 
4 新しい資本主義実現会議（第 1 回）資料 5 参考資料 
5 第 207 回国会における岸田内閣総理大臣所信表明演説（2021 年 12 月 6 日） 

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2021/1119/shiryo_01.pdf
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In detail 
 
法人課税 
1. 成長と分配の好循環の実現のための措置 
(1) 所得拡大促進税制（旧賃上げ・生産性向上のための税制） 
 
本税制については、2021 年度（令和 3 年度）税制改正により、大企業向けの賃上げ及び投資の促進に係る

税制の要件が、新規雇用者の給与等支給額及び教育訓練費の増加に着目した人材確保等促進税制に見

直されました。岸田政権下では、「成長と分配の好循環」の実現に向けて、長期的な視点に立って賃上げを

促すとともに、株主だけでなく従業員、取引先などの多様なステークホルダーへの還元を後押しする観点か

ら、賃上げに係る税制措置を抜本的に強化する 6こととされました。 
 
2022 年度税制改正では、新規雇用者に係る措置を改組し、継続雇用者給与等支給額及び教育訓練費を

増加させた企業に対し、給与等支給額の増加額の最大 30％を控除する制度に見直され、適用期限が 2 年

延長されます。大企業（資本金 10 億円以上かつ常時使用従業員数 1,000 人以上）については、給与等の

支給額の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項についてインターネット利用方

法により公表したことを経済産業大臣に届け出ている場合に限り、適用されることとなります。 
 
なお、教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置の適用を受ける場合の教育訓練費の明細書の確定申

告書への添付要件が、明細書類の保存要件に見直されます。 
 
①継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が 3％以上であるときは、

控除対象雇用者給与等支給増加額の 15％の税額控除 
②継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が 4％以上であるときは、

税額控除率に 10％を加算し、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が 20％以上であ

るときは、税額控除率に 5％を加算 
 

 現行 改正案 
 
通

常 
要 
件 

 新規雇用者（雇用保険法の一般被保険者）給与等

支給額の対前年度増加率 2％以上 
 新規雇用者（雇用保険法の一般被保険者に限定さ

れない）給与等支給額（注）の 15％の税額控除 
（注）雇用者給与等支給額の増加額が上限 

 継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率 3％以上 
 大企業（資本金 10 億円以上かつ常時使用従業員数

1,000 人以上）は、給与等の支給額の引上げの方針、

取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項の

公表を経済産業大臣に届け出 
 控除対象雇用者給与等支給増加額（雇用者全体の給

与総額の増加額）の 15％の税額控除 
 
上

乗

せ

措

置 

 教育訓練費の対前年度増加率 20％以上 
 新規雇用者（雇用保険法の一般被保険者に限定さ

れない）給与等支給額（注）の 20％の税額控除（5％
上乗せ） 
（注）雇用者給与等支給額の増加額が上限 

 税額控除額は法人税額の 20％を限度 

 継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率 4％以上

の場合には、税額控除率に 10％を加算 
 教育訓練費の対前年度増加率 20％以上である場合に

は、税額控除率に 5％を加算 
 控除対象雇用者給与等支給増加額（雇用者全体の給

与総額の増加額）の 20％、25％、30％の税額控除（最

大 15％上乗せ） 
 税額控除額は法人税額の 20％を限度 

 
(2)  研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定（特定税額控除規定）の不適用措置に

ついて、大企業（資本金 10 億円以上かつ常時使用従業員数 1,000 人以上）の前事業年度の所得が零を

超える一定の場合（適用年度が設立事業年度又は合併等の日を含む事業年度である場合を含む）には、継

続雇用者給与等支給額の増加割合が 1％（令和 4 年度 7は 0.5％）以上に見直されます（現行制度では、継

 
6 2022 年度税制改正大綱 1 頁 
7 2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日までの間に開始する事業年度 
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続雇用者給与等支給額が、継続雇用者比較給与等支給額を超える場合に特定税額控除が適用されま

す）。 
 

 現行 改正案 
適

用

年

度 

2024 年 3 月 31 日までに開始する事業年度 現行通り 

 
対

象

措

置 

研究開発税制、地域未来投資促進税制、5G 導入促進

税制、DX 投資促進税制、CN 投資促進税制 
現行通り 

 
 
 
適

用

要

件 

中小企業者（適用除外事業者を除く）等を除く法人につい

て 
適用年度の所得金額＞前期の所得金額 
→以下のいずれかを満たす場合に上記の税額控除措置

を適用 
①継続雇用者給与等支給額＞継続雇用者比較給与等

支給額 
②国内設備投資額＞減価償却費の総額  ×30％ 
 
適用年度の所得金額≦前期の所得金額→上記の要件

を課さない 

大企業（資本金 10 億円以上かつ常時使用従業員数 1,000 人

以上）について前事業年度の所得が零を超える一定の場合 
 
 
①の要件を 
継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率 1％（令和 4 年

度 0.5％）以上 

 
(3)  オープンイノベーション促進税制（特別新事業開拓事業者（スタートアップ企業）に対し特定事業活動とし

て出資をした場合の課税の特例）は、令和 2 年度税制改正により、「既存企業の有するリソースを最大限活

用したオープンイノベーションの促進とユニコーン級ベンチャーの育成を図り、第 4 次産業革命における我

が国企業の国際競争力を強化すべく新たな税制措置」8として創設されたものです。「ウィズコロナ・ポストコ

ロナの世界を見据えて、新たな付加価値の創出・獲得に資する大企業の有する資金・技術・販路等のスター

トアップ企業での活用を促進するとともに、企業の事業再構築を加速することが重要」9であるとの認識から、

2022 年度税制改正では、出資の対象となる特別新事業開拓事業者の要件を拡充し、特定株式の保有見

込期間要件等を緩和した上で、適用期限が 2 年延長されます。 
 

 現行 改正案 
特別新事業開拓事業者 設立後 10 年未満 設立後 10 年未満、但し売上高に占める研究開

発費の額の割合が 10％以上の赤字法人の場

合は設立後 15 年未満 
特定株式の保有見込期間、特定事業活動

の継続期間（株式の継続保有に係る証明） 
 
特定勘定の取り崩し期間 

5 年 
 
 
特定株式の取得日から 5 年 

3 年特定株式の取得日から 3 年 
 
 
特定株式の取得日から 3 年 

 

 
8 経済産業省 令和 2 年度税制改正要望 
9 経済産業省 令和 4 年度税制改正要望 
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(4)  地方を活性化し、世界とつながる「デジタル田園都市国家構想」の実現に向け、①地方拠点強化税制

（地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度及び地方活力向

上地域等において雇用者の数が増加した場合の税額控除制度）の対象資産、対象雇用者及び計画の認定

要件を見直した上で 10、適用期限が 2 年延長され、②5G 導入促進税制（認定特定高度情報通信技術活用

設備を取得した場合の特別償却又は税額控除制度）の対象設備及び税額控除率等を見直した上で、適用

期限が 3 年延長されます。 
 
5G 導入促進税制は、特定高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律の認定法人（一定のシス

テム導入 11を行う認定特定高度情報通信等システム導入事業者）が、2022 年 3 月 31 日までの間に、特定

高度情報通信用認定等設備 12を取得し、事業供用した場合に税制優遇措置を与える制度として、令和 2 年

度税制改正で導入されたものです。 
 
デジタル田園都市国家構想実現に向けては、5G 全国ネットワークについて、高度なインフラを都市・地方で

一体的に整備しつつ、特に条件不利地域における整備を加速することが重要であり、企業等の多様な主体

が自らシステムを構築するローカル 5G についても、社会課題解決や事業革新等に向け、導入を後押しす

ることが必要である 13との認識に立ち、5G インフラに係るベンダーの多様化と基地局のオープン化に資す

る形で、より効果的に 5G インフラを整備するための以下の見直しが行われます。 
 
① 特定高度情報通信技術活用システムの適切な提供及び維持管理並びに早期の普及に特に資する基準

について、（i）特定基地局が開設計画に係る特定基地局の開設時期が属する年度より前の年度に開設され

たものであることとの要件を廃止し、5G 高度特定基地局を加える、（ii） ローカル 5G システムについては、

 
10 ① 地方活力向上地域等において特定建物等を取得の要件について、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画

の認定を受けた日から 3 年（現行は 2 年）以内の取得、中小企業者以外の法人の取得価額要件を 2,500 万円以上（現

行：2,000 万円以上）に引き上げ、② 地方活力向上地域等での雇用者について新規雇用者の要件を見直し、③ 地方活

力向上地域等特定業務施設整備計画に係る認定要件の緩和、特定業務施設の範囲の拡充等、④ 雇用促進計画の提

出期限を、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定の日から 3 月以内（現行は 2 月以内）とする等。 
11 特定高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律の認定導入計画に従って実施される同法の特定高度情

報通信等システムの導入で、早期の普及を促すものであってその供給の安定性の確保に特に資するものとして基準に

適合することについて主務大臣の確認を受けたもの。 
12 認定導入計画に記載された機械その他の減価償却資産で、一定のシステム導入の用に供するための一定のもの 
13 2022 年度税制改正大綱 4 頁 

（出所：財務省資料を基に当法人作成） 
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導入を行うシステムの用途がローカル 5G システムの特性を活用した先進的なデジタル化の取組みである

ものに限定、（iii） 補助金等の交付を受けたものを除外。 
 
② 特定高度情報通信技術活用システムを構成する上で重要な役割を果たすもののうち、一定の周波数の

電波を使用する無線設備の要件について、多素子アンテナを用いないものを加え、マルチベンダー構成の

もの及びスタンドアロン方式のものに限定。 
 
③ 税額控除率について、令和 4 年度（2022 年 4 月 1 日から 2023 年 3 月 31 日）の事業供用設備は 15％
又は 9％、令和 5 年度の事業供用設備は 9％又は 5％、令和 6 年度の事業供用設備は 3％。 
 

 
 
 
(5)  「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」

（仮称）において規定される予定の「環境負荷低減事業活動実施計画」（仮称）又は「特定環境負荷低減事

業活動実施計画」（仮称）に基づき導入される環境負荷の原因となる生産資材の使用量を減少させる設備

等（環境負荷低減事業活動用資産）、及び、「基盤確立事業実施計画」（仮称）に基づき導入される、 化学農

薬又は化学肥料に代替する生産資材を製造する設備等（基盤確立事業用資産）に対し、税制上の措置（法

律の施行日から 2024 年 3 月 31 日までに事業供用した資産についての特別償却制度（機械装置等 32%、

建物等は 16%）の適用）が創設されます。 
 
2. グループ通算制度 
(1)  2022 年 4 月 1 日以後開始事業年度より適用となるグループ通算制度について、以下の見直しが行わ

れます。 
 

①  グループ通算制度における投資簿価修正制度は、多額の含み損益を実現させずに連結納税子法人と

なった後に投資簿価修正制度を利用した租税回避的行為が行われることへの対応措置として、従来の制度

を抜本的に見直したものですが 14、子会社買収時における完全子会社化の回避や、買収子会社の譲渡の

妨げになりかねない等、円滑かつ機動的な事業再編に向けた企業の経営判断の足かせとなる恐れもあり、

グループ通算制度の導入促進の妨げにもなりかねない、として現行制度の見直しが経済界から要望されて

いたものです 15。 

 

「成長と分配の好循環」は、企業が果敢に事業の革新に取り組み、付加価値の高い製品・サービスを生み出

すことでマークアップ率を高めることも、その実現の要素とされていますが、円滑かつ機動的な事業再編とし

 
14 財務省 令和 2 年度税制改正の解説、及び、連結納税制度に関する専門家会合「連結納税制度の見直しについて」 
15 「令和 4 年度税制改正に関する提言」日本経済団体連合会 

（出所：財務省資料を基に当法人作成） 
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てグループ法人の譲渡を行う際の、投資簿価修正による含み益課税の軽減措置として、子会社の買収プレ

ミアム相当額について、子会社株式譲渡時の譲渡原価に加算できる制度に見直されます。 

 

現行の投資簿価修正制度では、通算子法人の離脱時にその通算子法人の株式を有する各通算法人の株

式簿価と離脱する通算子法人の簿価純資産額の差額が投資簿価修正として益金又は損金に算入され、の

れんも含めた含み損益が課税の対象となります。2022 年度税制改正により、その株式（子法人株式）に係る

資産調整勘定等対応金額について離脱時の属する事業年度の確定申告書等にその計算に関する明細書

を添付し、かつ、その計算の基礎となる事項を記載した書類を保存している場合には、離脱時に子法人株式

の帳簿価額とされるその通算子法人の簿価純資産価額にその資産調整勘定等対応金額を加算することが

できる制度に見直されます。 

 

「資産調整勘定等対応金額」とは、上記の通算子法人の通算開始・加入前に通算グループ内の法人が時価

取得した子法人株式の取得価額のうち、その取得価額を合併対価としてその取得時にその通算子法人を被

合併法人とする非適格合併を行うものとした場合に資産調整勘定又は負債調整勘定として計算される金額

に相当する金額をいい、子法人株式の時価取得が段階的に行われる場合又は通算グループ内の複数の法

人により行われる場合には、各通算法人の各取得時における調整勘定として計算される金額に対応する金

額に取得株式数割合を乗じて計算した金額の合計額となります。したがって、のれんに相当する金額は譲

渡原価に含まれることとなります。（資産の含み損益については課税されます）。 

 

なお、資産調整勘定等対応金額は、「取得時にその通算子法人を被合併法人とする非適格合併を行うもの

とした場合に資産調整勘定又は負債調整勘定として計算される金額」とされていますので、対象となる通算

子法人を被合併法人等とする非適格合併等が行われた場合には資産調整勘定が計上され、被合併法人に

おいて課税を受けることにより合併法人の簿価純資産額に反映されるため、投資簿価修正での調整金額は

零とされます。 

 

この見直しの対象となる通算子法人からは、主要な事業が引き続き行われることが見込まれていないことに

より通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価制度の適用を受ける法人は除かれています。また、連結

納税制度からグループ通算制度に移行したグループの連結開始・加入子法人についても、この見直しの対

象とされるため、この制度を適用しようとする場合には、取得時の資産調整勘定等対応金額の計算の基礎

となる書類の保存の有無を確認する必要があります。 

 

 
 

②  通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価制度について、時価評価資産には、帳簿価額 1,000 万

円未満の営業権が含まれることとされます。現行制度では、グループ通算制度の離脱法人が離脱後に主要

な事業を継続することが見込まれていない場合（離脱直前における含み損が含み益を超えている場合に限

る）には、その離脱直前の時に有する時価評価資産については、離脱直前の事業年度において、時価評価

により評価損益の計上が行われます（法法 64 の 13①）。ただし、資産の帳簿価額が 1,000 万円に満たな

い資産は時価評価資産から除外されています（法令 131 の 17③）。 2022 年度税制改正により、帳簿価額

1,000 万円未満の営業権が含まれることとされ、いわゆる自己創設のれんの評価益が計上されることになり

ます。 
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グループ通算制度に係る見直しの一環として、離脱後に主要な事業を継続することが見込まれていない通

算子法人（離脱直前における含み損が含み益を超えている場合に限る）の投資簿価修正は現行の制度を

維持しつつ、のれんの課税の見直しを行ったものと考えられます。 
 

時価評価を行う場合 時価評価の対象資産 

主要な事業を継続することが見込まれていない場合 

（離脱直前における含み益≧含み損の場合は除外） 

固定資産、土地等、有価証券（売買目的有価証券等を除く）、金

銭債権及び繰延資産（以下は除外） 
① 帳簿価額が 1,000 万円未満のもの(のれんを除く) 
② 含み損益が資本金等の額の 2 分の 1 又は 1,000 万

円のいずれか少ない金額未満のもの 
帳簿価額が 10億円を超える資産の譲渡等損失の計上が見込

まれ、かつ、その法人の株式の譲渡等損失の計上が見込まれ

ている場合 

帳簿価額 10 億円超で譲渡損失計上が見込まれる資産 

 

③  通算税効果額から、利子税の額に相当する金額として各通算法人間で授受される金額が除外されま

す。通算法人間で授受される通算税効果額は、受領法人において益金に算入されず、支払法人において損

金に算入されません（法法 26④、38③）。これは、法人税の支払い又は還付が損金又は益金に算入されな

いことから、通算税効果額の授受についても同様の扱いとしたものです。損金算入の対象となる利子税に相

当する額の授受については、利子税の扱いと同様に支払い法人において損金算入（受領法人においては

益金算入）されることになります。 
 

④  共同事業性がない場合等の、通算法人の欠損金額の切捨て、損益通算の対象となる欠損金額の特

例、通算法人の特定資産譲渡等損失の損金不算入の適用除外となる要件のうち、支配関係 5 年継続要件

についての見直しが行われます。 
 

次の法人については、通算法人の欠損金額の切捨て、損益通算の対象となる欠損金額の特例、通算法人

の特定資産譲渡等損失の損金不算入の適用除外とされています。 

 

（i）親法人との間（親法人はいずれかの子法人との間）に支配関係が 5 年超又は設立日から継続している

法人 

(ii)通算グループ内のいずれかの法人と共同事業を行う法人 

 

他の通算法人のうちその設立の日の最も早いもの）との間に当該通算法人の設立の日又は当該通算法人

に係る通算親法人の設立の日（当該通算法人が通算親法人である場合には、他の通算法人の設立の日の

うち最も早い日）のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき。 

 

現行制度での上記の(i)の要件（支配関係 5 年継続要件）では、株式移転により通算承認日の 5 年前の日

後に設立された通算親法人についての要件の判定が、通算子法人の設立の日（最も早いもの）又は通算親

法人の設立の日のいずれか遅い日から継続して支配関係があるとき（法令 131 の 8 等）、とされているた

め、買収によってグループ法人となった法人の設立日が最も早い場合には、通算親法人について、上記の

適用除外の要件が満たされないことになります。2022 年度税制改正により、通算親法人についての要件の

判定を、他の通算法人のうち最後に支配関係を有することとなった日に見直すことにより、通算親法人につ

いても上記の適用除外が充足されることになります。 

 

また、通算法人等が通算承認日の 5 年前の日後に設立された法人である場合の支配関係 5 年継続要件

の特例についても一定の組織再編によって支配関係が生じた場合の見直しを行っています。 

 

(a) 通算承認日の 5 年前の日後に設立された通算親法人についての要件の判定は、他の通算法人のう

ち最後に支配関係を有することとなった日（現行：設立日）の最も早いものとの間で行うものとする。 
(b) 要件の判定を行う通算法人等が通算承認日の 5 年前の日後に設立された法人である場合の支配関

係 5 年継続要件の特例について、次の見直しを行う。 
 通算子法人の判定において、自己を合併法人とする適格合併で他の通算子法人の支配関係

法人（通算法人を除く）を被合併法人とするもの及び自己が発行済株式等を有する内国法人

（通算法人を除く）で他の通算子法人の支配関係法人であるものの残余財産の確定を特例の

適用から除外される組織再編成に加える。 
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 通算グループ内の法人間の組織再編成を特例の適用から除外される組織再編成から除外す

る。 

 
⑤  認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例における欠損金の通算の特例 について、各通算法人

の控除上限に加算する非特定超過控除対象額の配賦の計算方法が見直されます。 現行では非特定欠損

控除前所得金額の比で配賦計算を行いますが、非特定欠損控除前所得金額から本特例を適用しないもの

とした場合に損金算入されることとなるその特例十年内事業年度に係る非特定欠損金相当額を控除した金

額を基に配賦計算が行われることになります。 
 
(2)  グループ通算制度における外国税額控除制度の適用について、①税務当局が調査を行った結果、進

行事業年度調整措置を適用すべきと認める場合には、通算法人に対し、その調査結果の内容（進行事業年

度調整措置を適用すべきと認めた金額及びその理由を含む）を説明するものとし、②この説明が行われた

日の属する事業年度の期限内申告書に添付された書類に記載された金額等（進行事業年度調整措置を適

用した金額）がその説明の内容と異なる場合には、その事業年度に係る税額控除不足額相当額又は税額

控除超過額相当額に係る固定措置を不適用とする等の見直しが行われます。法人住民税の外国税額控除

制度についても同様の見直しが行われます。 
 
現行制度では、グループ通算制度における外国税額控除に関する非違については、その事業年度の外国

税額控除額は当初申告額で固定した上で（固定措置）、その外国税額控除額の過不足額につき納税者が

進行事業年度の申告において法人税の額に控除又は加算すること（進行事業年度調整措置）によりその調

整を図ることとされています。一方、税務当局が進行事業年度調整措置を適用すべきと認める金額を把握し

た場合も納税者への告知の根拠がなく、納税者が進行事業年度調整措置を 適用しない場合には、不当減

少等の場合を除き、更正処分を行えない制度となっています。2022 年度税制改正により、税務当局が調査

において進行事業年度調整措置を適用すべきと認めた場合において、調査結果の内容の説明を行う根拠

の規定を設け、説明の内容と異なる申告が行われた場合には、その事業年度に係る進行事業年度調整措

置の固定を解除して、更正処分を行うことを可能とする制度に見直されます。 
 

 
 
3. 中小企業関連 
(1)  所得拡大促進税制について、以下のように税額控除率の上乗せ措置の要件の見直しを行った上で、そ

の適用期限が 1 年延長されます。なお、教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置の適用を受ける場合

の教育訓練費の明細書の確定申告書への添付要件が、明細書類の保存要件に見直されます。 
 
① 雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額（前事業年度における雇用者給与等支給額）に対する

増加割合が 2.5％以上である場合には、税額控除率に 15％を加算 
② 教育訓練費の額の比較教育訓練費の額（前事業年度における教育訓練費の額）に対する増加割合が

10％以上である場合には、税額控除率に 10％を加算 
  

（出所：税制調査会資料を基に当法人作成） 
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 現行 改正案 
通

常 
要 
件 

 雇用者給与等支給額の対前年度増加率 1.5％以

上 
 雇用者給与等支給額の対前年度増加額の 15％

の税額控除 

現行通り 

 
上

乗

せ

措

置 

 雇用者給与等支給額の対前年度増加率 2.5％以

上で、①教育訓練費の対前年度増加率 10％以

上、又は ②経営力向上計画の認定及び証明の

要件を充足 
 雇用者給与等支給額の対前年度増加額の 25％

の税額控除（10％上乗せ） 
 税額控除額は法人税額の 20％を限度 

 雇用者給与等支給額の対前年度増加率 2.5％以上の

場合には、税額控除率に 15％を加算 
 教育訓練費の対前年度増加率 20％以上の場合には、

税額控除率に 10％を加算 
 雇用者給与等支給額の対前年度増加額の 25％、

30％、40％の税額控除（最大 25％上乗せ） 
 税額控除額は法人税額の 20％を限度 

 
(2)  中小法人に係る交際費の損金算入の特例（800 万円の定額控除限度額計算）の適用期限が 2 年延長

されます。 
 
(3)  中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度について、対象資産（取得価額

が 30 万円未満である減価償却資産）のうち貸付け（主要な事業として行われるものを除く）の用に供した資

産を除外した上で、適用期限が 2 年延長されます。 
 
4. その他 
(1)  海外投資等損失準備金制度の適用期限が 2 年延長されます。 
 
(2)  交際費等の損金不算入制度及び、接待飲食費に係る損金算入の特例制度（一人当たり 5 千円以下の

接待飲食費についての 50％相当額の損金算入制度で、期末資本金等の額が 100 億円以下の法人につい

て適用）の適用期限が 2 年延長されます。 
 
(3)  少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産（取得価額が 10 万円未満の減

価償却資産）のうち貸付け（主要な事業として行われるものを除く）の用に供した資産が除外されます。 
 
(4)  一括償却資産の損金算入制度について、対象資産（取得価額が 20 万円未満の減価償却資産）から貸

付け（主要な事業として行われるものを除く）の用に供した資産が除外されます。 
 
5. 国際課税 
(1)  過大支払利子税制について、国内に恒久的施設を有しない外国法人の法人税の課税対象とされる以

下の所得についても、過大支払利子税制の適用対象とすることとされます。法人住民税及び法人事業税に

ついても、国税の取扱いに準じて所要の措置が講じられます。 
 

① 恒久的施設を有する外国法人に係る恒久的施設帰属所得以外の国内源泉所得 

② 恒久的施設を有しない外国法人に係る国内源泉所得 

 

(2)  保険会社等に関する外国子会社合算税制（CFC 税制）の適用については、特定外国関係会社等の判

定における特例（保険委託者特例）が設けられ、一定の保険委託者は合算課税の対象外とされています。し

かしながら、この保険委託者特例が、保険業法上の保険会社または保険持株会社が保有する外国保険会

社を対象にしていることから、国内における中間持株会社を通じて海外に子会社等を保有する場合は、この

特例の対象外とされています。2022 年度税制改正により、保険委託者特例に関する「一の保険会社等」及

び「その一の保険会社等との間に特定資本関係のある保険会社等」によってその発行済株式等の全部を直

接又は間接に保有されている外国関係会社である旨の要件について見直しが行われます。 
 
上記の改正は、外国関係会社の 2022 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度について適用されます。 
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(3)  子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避防止措置（子会社株式簿価減額特

例）は令和 2 年度税制改正により導入されたものですが、外国子会社による期中の利益配当の実務や外国

子会社グループでの組織再編による意図しない本税制の適用の可能性から、制度の見直しが経済界から

も出されていたところです 16。 
 
2022 年度税制改正では、本制度の適用除外となる要件に以下の場合を追加しています。 

① 適用除外要件（特定支配日利益剰余金額要件）の判定を見直し、中間配当・期中配当を行った場

合に、期中増加利益剰余金額及び特定支配前の期中増加利益剰余金額を加算して判定すること

を容認（根拠書類の保存を要件とする） 
② 適用除外基準を満たす子会社を経由した配当等を用いた本制度の回避を防止するための措置

（適用回避防止規定）が不適用となる場合を拡充し、（i）対象配当の額に係る基準時以前 10 年以

内に孫法人等の全てが継続関係法人（設立時から基準時まで継続して子法人による特定支配関

係あり）である場合、又は（ii）親法人と孫法人との間に、孫法人の設立の時から孫法人が子法人に

配当を支払う基準時まで継続して親法人による特定支配関係があり、かつその基準時前 10 年以

内にひ孫法人等の全てが継続関係法人（設立時から基準時まで継続して孫法人による特定支配

関係あり）である場合）である場合を追加 
 

上記の改正は、2020 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度において受ける対象配当等の額について適用

されます。したがって、既に本制度の対象となる配当を受けていた場合も、子会社株式簿価減額の計算は

改正後の取扱いを踏まえて行うことになります。 
 

適用回避防止規定が不適用となる場合① 

 
  

 
16 「令和 4 年度税制改正に関する提言」日本経済団体連合会において、「現行法令では支配後に獲得した剰余金から

の配当も含まれる可能性がある。このため、本税制措置の趣旨にそぐわない類型が対象となることを避けるように所要

の見直しを講じるべきである。とりわけ、子会社が期中に稼得した利益を原資に同一期中に配当を支払う場合や、子会

社が租税回避を意図せず新規に孫会社を設立した場合への対応が必要」とする要望が出されていた。 
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【特定支配日利益剰余金額要件】 

現行 改正案 
特定支配日利益剰余金額 
特定支配日が対象配当等の額を受ける日の属する子法人の事

業年度開始の日前である場合において、 
（①の金額－②の金額）≧③の金額 
 
① 子法人の直前事業年度の貸借対照表に計上されている利益

剰余金の額 
② 対象期間に子法人の株主等が子法人から受ける配当等の額

の合計額 
③ 子法人の特定支配日前に最後に終了した事業年度の貸借対

照表に計上されている利益剰余金の額 
 
適用に係る書類の保存要件 
②の金額が③の金額以上であることを証する書類の保存 

特定支配日利益剰余金 
対象期間内にその子法人の利益剰余金の額が増加した場合

において、対象期間内にその子法人の株主等がその子法人か

ら受ける配当等の額に係る基準時のいずれかがその翌日以

後であるときは、直前事業年度の貸借対照表に計上されてい

る利益剰余金の額に期中増加利益剰余金額を加算することを

容認 
 
上記の適用を受ける場合には、特定支配日前に最後に終了し

た事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額

に特定支配前の期中増加利益剰余金額を加算 
適用に係る書類の保存要件 
期中増加利益剰余金額及び、特定支配前の期中増加利益剰

余金額を証する書類の保存 
特定支配日：内国法人が子法人との間に最後に特定支配関係を有することとなった日 
特定支配関係：一の者（一の者と特殊の関係のある者を含む）が他の法人の株式等又は配当等に関する議決権の数等の 50％超

を直接又は間接に有する場合における当該一の者と他の法人との関係等 
直前事業年度：子法人の対象配当等の額に係る決議日等前に最後に終了した事業年度 
対象期間：子法人の直前事業年度終了の日の翌日からその対象配当等の額を受けるまでの期間 
特定支配前対象期間：特定支配日の属する事業年度開始の日から特定支配日の前日までの期間 
期中増加利益剰余金額：その対象期間内に増加したその子法人の利益剰余金の額とその対象期間内にその子法人の株主等がそ

の子法人から受ける配当等の額に対応して減少したその子法人の利益剰余金の額の合計額 
特定支配前の期中増加利益剰余金額：特定支配前対象期間内にその子法人の利益剰余金の額が増加した場合において、その子

法人の株主等がその子法人から受ける配当等の額（その基準時が特定支配前対象期間内にあるものに限る）があるときにおける

その特定支配前対象期間内に増加したその子法人の利益剰余金の額とその特定支配前対象期間内にその子法人の株主等がそ

の子法人から受ける配当等の額に対応して減少したその子法人の利益剰余金の額の合計額 
 
【適用回避防止規定が不適用となる場合】 

現行 改正案 
子法人が有する孫法人等の全

てが特定支配日から対象配当

等の額を受ける日までの期間が 
10 年を超える場合 

① 対象配当等の額に係る基準時以前 10 年以内に孫法人等の全てがその設立の時からその

基準時（その基準時前に特定支配関係を有しなくなった孫法人等にあっては、最後に特定支配

関係を有しなくなった時の直前）まで継続してその子法人との間にその子法人による特定支配

関係がある法人（継続関係法人）である場合（その子法人又はその孫法人等を合併法人とする

合併で、継続関係法人でない法人を被合併法人とするものが行われていた場合等を除く） 
 
②次のいずれにも該当する場合 
（i）その親法人と孫法人との間に、その孫法人の設立の時からその孫法人から子法人に支払う

配当等の額に係る基準時まで継続して親法人による特定支配関係がある場合 
（ii）その基準時以前 10 年以内にひ孫法人等の全てがその設立の時からその基準時（その基

準時前に特定支配関係を有しなくなったひ孫法人等にあっては、最後に特定支配関係を有しな

くなった時の直前）まで継続してその孫法人との間にその孫法人による特定支配関係がある法

人（継続関係法人）である場合（その孫法人又はそのひ孫法人等を合併法人とする合併で、継

続関係法人でない法人を被合併法人とするものが行われていた場合等を除く） 
孫法人等：子法人との間にその子法人による特定支配関係があった法人 
ひ孫法人等：孫法人との間にその孫法人による特定支配関係があった法人 

 
  



Japan Tax Update 

PwC 
12 

 
6. 金融・証券 
(1)  一定の内国法人（注）が支払を受ける、以下の配当等については、所得税の課税対象とされず、配当等

に係る所得税の源泉徴収が行われないこととされます。 
 

① 完全子法人株式等に係る配当等 

② 配当等の支払に係る基準日において、当該内国法人が直接に保有する他の 内国法人の株式等

（当該内国法人が名義人として保有するものに限る）の発行済株式等の総数等に占める割合が 3

分の 1 超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等 

 

（注）内国法人のうち、一般社団法人及び一般財団法人（公益社団法人及び公益財団法人を除く）、人格の

ない社団等並びに法人税法以外の法律によって公益法人等とみなされている法人以外の法人 
 
上記の改正は、2023 年 10 月 1 日以後に支払を受けるべき配当等について適用されます。なお、上記の見

直しによる税収の影響を緩和するための必要な対応等について、2023 年度税制改正において検討される

予定です。 
 
(2)  利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた剰余金の配当（混合配当）が行われた場合の最

高裁判所の判決（2021 年 3 月 11 日）を受けて、国税庁は本件最高裁判決を踏まえた今後の取扱い等

（「最高裁判所令和 3 年 3 月 11 日判決を踏まえた利益剰余金と資本剰余金の双方を原資として行われた

剰余金の配当の取扱いについて」）を 2021 年 10 月 27 日に公表しました 17。2022 年度税制改正により、

みなし配当の額の計算に係る「株式又は出資に対応する部分の金額」の計算方法について、以下の見直し

が行われます。 

 

また、現行では、種類株式発行法人が資本の払戻しを行った場合には、みなし配当の額の計算の基礎とな

る払戻等対応資本金額等について、いずれの資本金額を基に算定するべきか明確な規定が無く、種類資

本金額ではなく会社全体の資本金等の額を用いることになるため、みなし配当の計算が適切に行われない

場合が考えられます。2022 年度税制改正により、払戻等対応資本金額等は種類資本金額を基礎として計

算されます。 

 

① 資本の払戻しに係るみなし配当の額の計算の基礎となる払戻等対応資本金額等及び資本金等

の額の計算の基礎となる減資資本金額は、その資本の払戻しにより減少する資本剰余金の額を

限度とされます（出資等減少分配に係るみなし配当の額の計算及び資本金等の額から減算する

金額についても、同様）。 

② 種類株式を発行する法人が資本の払戻しを行った場合におけるみなし配当の額の計算の基礎と

なる払戻等対応資本金額等及び資本金等の額の計算の基礎となる減資資本金額は、その資本

の払戻しに係る各種類資本金額を基礎として計算されます。 

 

 
17 当該取扱いについては、当法人発行の以下ニュースレターをご参照ください。 
「令和 3 年 3 月 11 日の最高裁判所判決を踏まえた剰余金の配当の取扱いについて」 

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/news/tax-jtu/taxnews-issue193.html
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7. 納税環境整備 
(1)  タイムスタンプの国による認定制度の創設 18に伴い、スキャナ保存制度等が整備されます。国税関係

書類に係るスキャナ保存制度及び電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度のタイムスタンプ要

件について、電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務に係るタイムスタンプ 19を付すこ

ととされます。 
 
上記の改正は、2022 年 4 月 1 日以後に保存が行われる国税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電

磁的記録について適用されますが、2022 年 4 月 1 日から 2023 年 7 月 29 日までの間に保存が行われる

国税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録のタイムスタンプ要件については現行のタイム

スタンプ制度を認める経過措置が設けられます。 
 
(2)  電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置が整備されます。電

子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存制度について、2022 年 1 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日ま

での間に申告所得税及び法人税に係る保存義務者が行う電子取引につき、納税地等の所轄税務署長が当

該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかったことについて

やむを得ない事情があると認め、かつ、当該保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書

面（整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限る）の提示又は提出の求めに応じることができる

ようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記録の保存をすることができることとす

る経過措置が講じられます。なお、この措置の適用については、当該電磁的記録の保存要件への対応が困

難な事業者の実情に配意し、引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出

力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとされています。 

 

上記の改正は、2022 年 1 月 1 日以後に行う電子取引の取引情報について適用されます。 

 
地方税 
地方税務手続き 
eLTAX を通じた申告 申請に係る対象手続の拡大、電子納付の対象税目・納付手段の拡大が図られます。 
 
(1)納税者等が地方公共団体に対して行う全ての申告・申請等について、eLTAX を通じて行うことができる

よう所要の措置が講じられます。改正は、2022 年 4 月 1 日から施行され、実務的な準備が整ったものから

順次対応されることになります。 
 

 
18 タイムスタンプ認定制度に関する検討会 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/timestamp/index.html 
19 現行は一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/timestamp/index.html
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(2)地方公共団体の収納事務を行う地方税共同機構が電子的に処理する特定徴収金の対象税目を拡大

し、納税者が全ての税目について、eLTAX を通じて納付を行うことができるよう所要の措置が講じられま

す。改正は、2023 年 4 月 1 日以後の納付について適用されます。 
 
(3)eLTAX を通じた電子納付に係る納付手段（スマートフォン決済アプリやクレジットカード等）の拡大のた

め、納税者が、地方税共同機構が指定する者（機構指定納付受託者）に納付の委託を行うことができること

とされ、機構指定納付受託者が指定日までに地方税共同機構に納付したときは、当該機構指定納付受託

者が委託を受けた日に遡って、納税者から納付があったものとみなす措置等が講じられます。改正は、

2023 年 4 月 1 日以後に地方税の納付を委託する場合について適用されます。 
 
法人事業税 
(1)ガス供給業に係る法人事業税の課税方式が見直されます。 

① ガス供給業のうち、特定ガス供給業 20に係る法人事業税については、収入割額、付加価値割額及び資

本割額の合算額によって課されることになります。 

 

②ガス供給業のうち、一般ガス供給業 21に係る法人事業税については、資本金１億円超の普通法人にあっ

ては付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額によって、資本金１億円以下の普通法人等にあって

は所得割額によって、それぞれ課されることになります。 

 

上記の改正は、2022 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度から適用されます。 

 
(2)外形標準課税制度の所得割の軽減税率が見直されます。年 400 万円以下の所得の部分の 0.4％の標

準税率及び年 400 万円を超え年 800 万円以下の所得の部分の 0.7％の標準税率を廃止するとともに、こ

れらの部分の標準税率を 1％とする等の措置が講じられます。改正は、2022 年 4 月 1 日以後に開始する

事業年度から適用されます。 

 
(3)  外国税額控除の適用を受ける法人に係る法人事業税の所得等の計算上損金の額に算入される外国

法人税額等には、外国法人税を課されたことを証する書類を保存していない等の理由により法人税額から

控除できない金額等は含まれないことが明確化されます。 

 
消費税 
1 適格請求書発行事業者の登録 
(1)  免税事業者が 2023 年 10 月 1 日から 2029 年 9 月 30 日までの日の属する課税期間中に適格請求書

発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日 から適格請求書発行事業者となることができることとし、

登録日以後 2 年間（登録日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後 2 年を経過する日の属す

る課税期間までの各課税期間）は課税事業者となり、事業者免税点制度の適用が認められなくなります（そ

の登録日が 2023 年 10 月１日の属する課税期間中である者を除く）。 
 
免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を申請した場合、2023 年 10 月 1 日の属する課税期間にお

いては、経過措置により、課税期間の途中でも登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることがで

きますが、その後の課税期間においては、課税期間の途中からの登録を受けることは認められておりませ

ん（課税事業者選択届出書と登録申請書を提出し、翌課税期間から登録を受けることとは可能）。免税事業

 
20 一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外の事業であってガス事業法に規定するガス製造事業者（特別一般ガ

ス導管事業者の供給区域において同法に規定するガス製造事業の用に供する液化ガス貯蔵設備を維持し、及び運用

するものに限る）である法人が行うもの 
21 一般ガス導管事業及び特定ガス導管事業以外の事業（特定ガス供給業を除く） 
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者の適格請求書発行事業者への転換の利便性を高めるべく、 2022 年度税制改正により 2023 年 10 月 1
日から 2029 年 9 月 30 日の属する課税期間においても、課税期間の途中からの登録が可能となります。 
 

 
 
 
(2)  特定外国事業者（事務所及び事業所等を国内に有しない国外事業者）以外の者で納税管理人指定の

義務を有する事業者が、適格請求書発行事業者の登録申請時に納税管理人の指定がない場合の税務署

長による登録の拒否、又は登録の取消しが認められることとなります。 
 
国内に住所及び居所（事務所及び事業所を除く）を有しない個人の納税者、及び国内に本店又は主たる事

務所を有しない法人である納税者（国内にその事務所及び事業所を有しない場合）は、納税管理人を指定

することが義務付けられています（通則法 117）。現行の適格請求書発行事業者の登録では、このような納

税管理人を定めていない場合も登録を拒否できず、適格請求書を発行した上で消費税の申告・納税を行わ

ない事業者が生ずることが想定されることから、上記の改正に至ったものと考えられます。 
 
2 その他 
適格請求書等保存方式に係る以下の取扱い等について、新たな規定が設けられ、2023 年 10 月 1 日以後

に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。 
 
(1)  仕入明細書等による仕入税額控除は、その課税仕入れが他の事業者が行う課税資産の譲渡等に該当

する場合に限り、行うことができることになります。現行では、適格請求書発行事業者である個人が不課税と

なる資産の譲渡取引を行い、適格請求書 を交付することができない場合であっても、買い手が事業として資

産の譲渡等を受けた場合は課税仕入れに該当することとなるため、買い手が仕入明細書を作成すること

で、仕入税額控除が受けられることになっています。2022 年度税制改正により、売り手において課税資産

の譲渡等に該当するものに限り、仕入明細書の保存で仕入税額控除可能とする仕組みに見直されます。 
 
(2)  区分記載請求書の記載事項に係る電磁的記録の提供を受けた場合について、適格請求書発行事業者

以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置の適用を受けることができることとされ

ます。現行では、適格請求書発行事業者以外の者からの仕入れに係る経過措置（80％控除・50％控除）の

適用については、売り手から「書類」により交付された区分記載請求書の保存が要件とされている一方で、

区分記載請求書の電磁的記録による提供を受けた場合は、経過措置の適用外とされています。2022 年度

税制改正により、電磁的記録による区分記載請求書の提供を受けて保存する場合も経過措置の適用対象

とされることになります。 
 
(3)  免税事業者が適格請求書発行事業者以外の者（免税事業者）から行った課税仕入れに係る税額控除

に関する経過措置の適用対象となる棚卸資産については、その棚卸資産に係る消費税額の全部を納税義

務の免除を受けないこととなった場合の棚卸資産に係る消費税額の調整措置（消費税法 36①）の対象とさ

れます。現行制度では、免税事業者がインボイス制度への移行に伴う経過措置期間においては、免税事業

（出所：税制調査会資料を基に当法人作成） 
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者等からの仕入れに係る棚卸資産について、その消費税額の一定額が仕入税額控除の対象とされていま

す。2022 年度税制改正により、適格請求書発行事業者から行ったものであるか否かに関わらず、当該棚卸

資産に係る消費税額の全額を仕入税額控除可能棚卸資産の明細を保存している場合、当該棚卸資産に係

る消費税額について仕入税額控除が可能となる仕組みに見直されます。 

 
 
 
個人所得税、資産税等 
1. 個人所得課税関連 
(1)住宅ローン減税については、適用期限が 2025 年 12 月 31 日まで延長されるとともに、借入限度額及び

控除率（改正後は 0.7％に引下げ）等の見直しが行われます。 
 

 入居年による借入限度額 控除期間 控除率 所得要件 
床面積要

件 
 2022 2023 2024 2025 

 
新築・ 
買取再販 

認定住宅 5,000 万円 4,500 万円  
13 年 

 
 
 
 

0.7％ 

 
 
 
 

2,000 万円 
50 ㎡ 

ZEH 水準省エネ住宅 4,500 万円 3,500 万円 
省エネ基準適合住宅 4,000 万円 3,000 万円 
その他の住宅 3,000 万円 2,000 万円 13 年（22，23）

10 年（24,25） 
 
既存住宅 

認定住宅・ZEH 水準省エネ住

宅・省エネ基準適合住宅 
3,000 万円  

10 年 
その他の住宅 2,000 万円 

 
(2) 上場株式等に係る配当所得等の課税の特例について、上場会社からの配当所得が総合課税となる大

口株主（株式等保有割合が 3%以上）の判定上、同族会社に該当する法人が保有する割合を含めて判定さ

れることになります。改正は、2023 年 10 月 1 日以後以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等に適用

されます。 
 
(3) 財産債務調書の提出義務者の範囲の拡大（総資産 10 億円以上の者を追加）、財産債務調書と国外財

産調書（以下、「財産債務調書等」）の記載事項の見直し、及び財産債務調書等の提出期限の延長（現行は

翌年の 3 月 15 日、改正後は翌年 6 月 30 日）の改正が行われ、2023 年分以後の財産債務調書等に適用

されます。提出期限後に財産債務調書等が提出された場合の宥恕措置が見直され、2024 年 1 月 1 日以

後に提出される場合に財産債務調書等に適用されます。 
 
2. 資産課税関連 
(1)  直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等の適用期限が 2023 年

12 月 31 日まで 2 年延長されます。 
 

（出所：与党税制調査会資料を基に当法人作成） 
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(2)  土地に係る固定資産税・都市計画税（以下、「固定資産税等」）の負担調整措置について、2022 年度限

りの見直しが行われます。固定資産税等の負担調整措置は、2021 年度（令和 3 年度）税制改正において

も、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動等の状況が大きく変化したことを踏まえて 2021 年度限

りの措置がとられたところです 22。現下の社会状況を踏まえて、2022 年度税制改正においても 2022 年度

限りの措置として、固定資産税等の負担調整措置が講じられます 23。 
 
(3)  動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置（注）の適用期限が 2 年延長されます。 
 
（注）不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が 10 万円を超えるもので、2022 年 3 月 31 日（改正

後は 2024 年 3 月 31 日）までの間に作成されるものの印紙税の本則税率（400 円から 60 万円）を軽減

（200 円から 48 万円）。 
 
(4)  事業承継税制における特例承継計画（非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度の

適用における特例承継計画 24）の提出期限が 1 年延長されます（現行 2023 年 3 月 31 日）。 
  

 
22 固定資産税においては、土地・家屋の評価替え（3 年毎）の際に価格の変動に伴う税負担の激変を緩和するための

負担調整措置等も併せて検討し、2021 年度（令和 3 年度）税制改正においても、新型コロナウイルス感染症により社会

経済活動や国民生活全般を取り巻く状況が大きく変化したことを踏まえ、納税者の負担感に配慮する観点から、令和 3
年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据置く特別な措置を講

ずることとされました。https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_09.html 
23 商業地等（負担水準が 60％未満の土地に限る）の 2022 年度の課税標準額を、2021 度の課税標準額に 2022 年度

の評価額の 2.5％（現行は 5％）を加算した額（ただし、当該額が、評価額の 60％を上回る場合には 60％相当額とし、

評価額の 20％を下回る場合には 20％相当額。 
24 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則第 16 条第 1 号の計画 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_09.html
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